
 

 

日 薬 業 発 第 ７ ６ 号 

平 成 ２ ２ 年 ６ 月 １ ８ 日 

 

都 道 府 県 薬 剤 師 会 会 長  殿 

 

日 本 薬 剤 師 会 

会 長  児 玉  孝 

 

 

平成２１年度「新たな販売制度の実効性の確保のための一般用医薬品販売制度 

定着状況調査」結果の公表について 

 

 平素より、本会会務に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、本日、厚生労働省が非公開で開催した全国薬事監視等担当係長会議におい

て標記の調査結果が提出され、同時に別紙１のとおり公表されましたので、お知らせ

いたします。 

本会では、今回の調査結果を重く受け止め、別紙２の見解を公表しました。 

つきましては、直ちに実施することが求められています「医薬品の区分陳列」、

「従事者の名札の着用」、「第一類医薬品販売時の情報提供」等について、急ぎ徹底を

図るための施策、例えば、本会作成の自主点検表（別紙３）を直接、会員薬局・薬店

に持参し、遵守状況を確認の上、適切な対応を指導するなどを実施していただきたく、

よろしくお願い申し上げます。 

また本会は、販売制度の遵守徹底のため、各都道府県薬剤師会の担当者を招集し、

７月１５日（木）午後、緊急全国会議を開催することを予定しております。本件につ

きましては、改めてお知らせいたしますので、ご担当者の派遣につきましてもご高配

の程、お願い申し上げます。 

 

記 
 

別紙１：平成２１年度「新たな販売制度の実効性の確保のための一般用医薬品 

販売制度定着状況調査」結果 

※厚生労働省ホームページ（トップページ）→ 行政分野ごとの情報 → 

医薬品・医療機器等 → 一般用医薬品販売制度ホームページに掲載予定 

別紙２：日本薬剤師会の見解 

別紙３．自主点検表（平成２１年（本年）６月から施行される事項） 

    ※日本薬剤師会ホームページ（会員向けページ）→ 一般用医薬品関係 

（薬事法改正への対応）→2009/5/22からダウンロードできます。 

 

以 上 



[別紙１]
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別紙２ 

 
 

一般用医薬品販売制度定着状況調査結果について 
 

平成２２年６月１８日 
(社)日本薬剤師会 

 
本１８日、厚生労働省から「一般用医薬品販売制度定着状況調査」の結果が

公表されました。調査は、薬局及び薬店における、専門家の状況（名札の着用

状況等）、区分陳列の状況、情報提供の状況等について実施されています。 
 
今回の調査結果によって、第一類医薬品の陳列状況、リスク分類別の陳列状

況、従事者の名札の有無、第一類医薬品購入時の説明の状況等において、新た

な販売制度への対応が不十分であるという実態が示されたと受け取らざるを得

ないと考えています。特に、独立店において新たな販売制度の遵守率が低いこ

とが指摘されており、これまでにおける本会の対応が十分でなかったと反省し

なければならないと考えます。 
 
ついては、早急に都道府県薬剤師会、支部薬剤師会を通じて、改めて新制度

の周知と遵守の徹底を図ることと致します。更に、７月１５日にはすべての都

道府県薬剤師会から一般用医薬品の販売制度に係る担当者を一堂に集め、今回

の調査結果を直接伝えるとともに、すべての会員が新たな販売制度を速やかに

遵守するよう、徹底した指導を実施し、その実施状況を必ず確認するよう再度

要請することとしています。 
 
本会としては、今回の調査結果を真摯に受け止め、指摘された実態を迅速に

改善すべく直ちに行動に移す覚悟であることをお伝え致します。 



別紙３

本年６月１日から施行される事項 確認
チェック

① 医薬品を医薬品以外と区別して陳列。

② 第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品を区分しての陳列。
　※第一類医薬品の製品リスト等を第二類医薬品等の陳列場所で示すことは可能。

③ 第一類医薬品は、消費者が触れられない場所に陳列。
　※かぎをかけた陳列設備か消費者が直接手の触れられない陳列設備に陳列。

④ 指定第二類医薬品は、情報提供場所から７ｍ以内の範囲、又は直接手の触れられない
場所に陳列。

⑤

一般用医薬品や第一類医薬品を販売しない時間は、陳列する場所を閉鎖。
　※シャッター、パーティション、チェーン等、物理的に遮断され進入困難となるもので閉
鎖。
　※閉鎖区画の入口に「専門家不在時の販売等は薬事法に違反するためできない」旨を
表示。

⑥ 第一類医薬品は、書面を用いた情報提供を行う。

⑦ 第二類医薬品は、必要な情報提供を行う。

⑧ 情報提供場所の設置。（構造設備規則の要件については経過措置あり）
　※情報提供場所の設置は調剤された薬剤、薬局医薬品についても同様。

⑨ すべての医薬品についての相談応需。
　※調剤された薬剤、薬局医薬品についても同様。

⑩

名札の着用。
　※薬剤師、登録販売者は、氏名に加え「薬剤師」、「登録販売者」と名札に記載。また
は、氏名を記載した名札に加えて薬剤師又は登録販売者の別を記載したバッチ等を付
ける。
　※一般従事者は、氏名のみ、または氏名に加え「一般従事者」と名札に記載。

⑪
実務に従事したこと及び業務経験の証明。
　※登録販売者や一般従事者からの求めに応じ、実務に従事したこと及び業務経験を
証明する。

⑫
調剤された薬剤については、書面により「①名称」、「②成分・分量」、「③用法・用量」、
「④効能・効果」、「⑤その他薬剤師が必要と判断する事項」の情報提供を行う。
　※調剤された薬剤については、薬剤師法第25条に規定された事項が薬袋に記載され
ていれば①～④は記載しなくてもよい。

⑬
薬局医薬品については、書面により「①名称」、「②成分・分量」、「③用法・用量」、「④効
能・効果」、「⑤保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項」、「⑥その他薬
剤師が必要と判断する事項」の情報提供を行う。

⑭
薬局医薬品は調剤室以外の場所に貯蔵し、又は陳列しない。
　※倉庫等、薬局の従事者のみが立ち入れる場所又は従事者のみが手に取ることがで
きる場所での貯蔵は可能。
　※薬局製剤の製品リスト等を一般用医薬品の陳列場所で示すことは可能。


